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はじめに

　本稿はこれまでの八編の論考 *1 に續き，清朝乾隆
期の漢人知識人官僚である方觀承（1696-1768）の任
官後の詩作を集めた『述本堂詩續集』所収の各詩集を
分析することによって，乾隆期（1736-1795）の政治
史を再構成しようとするものである．
　また本稿は，一連の論考の最後となるものであるた
め，まず改めてこれまでに提示してきた論點を整理し
てみたい．

（1）政治史の必要性
　現代中國の政治體制を見るにあたり，國際政治學
分野で行われているような現狀分析のみにおいて，
現實の中國の諸問題のすべてを明らかにできるもの
ではない．二十一世紀に至り，中國はグローバル化
に對應しつつも，樣々な獨自性を主張し，その際に
歷史の再評價や新たな傳統の創出を，その獨自性の
正當性の根據としている．そういった意味において，
現政權がその支配領域の正統性の根據とする清朝の
硏究は不可缺である．ただし，日本における清代史
についての從來の硏究は，社會史・社會經濟史に偏
重しており，政治史の硏究蓄積は乏しく，より厚み
のある成果を殘す必要がある．一方，中國において
は政治史は進展しつつあるが，政權の解釋に左右さ
れない外國人硏究者の客觀的視點も重要であると考
える．

（2）詩を史料とすること．詩と政治の接點
　清代史硏究の史料面において，1990 年前後から格
段に變化を見せたのは檔案史料の利用であり，それ
によって，清代史硏究は格段の進歩をみせた．檔案
史料は政治・行政の現場で生み出された一次史料で
あり，その史料的な位置は極めて高い．しかし，い
かに一次史料とはいえ，王朝の政治過程の中で殘さ
れたものであるから偏った面を描いたものでしかな
い．

　その克服のための手段として構想したのが政治史
における詩の史料としての利用である．詩は統治權
力を形成する士大夫知識人官僚の基礎的教養であ
り，科擧においてもその作成能力が試めされる．そ
れに加え，宮廷の宴席などの公的な場面において，
士大夫官僚は詩を作成し，または唱和し，それを公
表することを責務としており，また，朝鮮・琉球の
朝貢使節も，中華の一員として恥じない詩を作成し
皇帝の前で披瀝する必要があった．*2 このような作
詩行爲自體がもつ政治性も重要であるが，詩自体の
内容にまで踏み込んで政治史の史料として位置づけ
ることを構想したのである．詩の史料としての可能
性は既に 1970 年代に，前野直彬が，「一人の官僚が
あって，當時の朝廷の政策についてある意見を持っ
ていたとする．おもてむき，その意見は上奏文など
の形でまとめられ，發表されるであろう．しかしそ
れはあくまでも『おもてむき』の發言である．彼が
その意見を持つようになった經緯，あるいは上奏文
が採用されたり却下されたりした後の彼の感慨は，
通常，詩の形で表現される．一つの上奏文をただ一
つの文獻資料としてのみ扱うのならば話は別である
が，それを書いた當人とのかかわりあいにまでつき
つめてみようとするならば，彼の書いた詩を無視す
ることはできない．」*3 と指摘している．ここには，
詩の重要性のみならず，まさしく上奏文が多い檔案
史料の限界までもが表現されている．
　また松原朗 *4 は，「漢詩についてしばしばいわれ
るのは，政治的關心の強さである」と強調したうえ
で，「中國の文學が政治的關心を持つことは，中國
の文學の制作者が官僚層（士人）によって獨占され
ていたためだと説明される」が「こうした説明は十
分ではない」と單なる作り手の屬性に歸することは
否定する．例えば，日本の「平安時代の貴族は，朝
廷の官僚である．彼らは十分に政治的人種だったの
だが，しかしその文學はいっこうに政治的ではな
かった」とする．遣唐使の随員として唐に渡った山
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上憶良の「貧窮問答歌」は中國文學の影響を受けた
希有な例外であると位置づける．その上で，松原は
中國の知識人の政治的抒情の由來は，魏の曹操の宮
廷で興った「建安の文學」にあるとし，詩人でもあっ
た曹操は文學をつくり，そこにみずからの政治的抱
負を盛ることによってそれまでの文學の性格を作り
變え，以降詩人たちは單に美的であるだけの詩を創
ることに，引け目を感じるようになった，とする．
このような變化の土壤は，儒教の經典でもある『詩
經』の解釋學において文學の價値が諷刺・諷喩にあ
ると認定されたことにある．中國の知識人が文學に
關わるとき，政治の當事者としての自覺と政治への
批判的清新が要請されるようになった，とする．

（3）乾隆前期史の意義の再提案
　乾隆前期史についての長期的な位置づけのキー
ワードが，「清朝政治の長い十八世紀」である．具
體的には，康煕帝による奏摺政治の採用（およそ
1680 年前後）から，中國が十九世紀の世界におけ
るグローバル化の波に卷き込まれる道光帝治世期ま
での時期（およそ 1850 年前後）を示す．この十八
世紀をまたいだ約 170 年間は清朝の皇帝獨裁システ
ムが非常に效果的に機能した時期であり，その連續
性に着目しようとするものである．この觀點は從來
の硏究をふまえたもので，何ら獨想的なものではな
いが，長期的な視野で政治史的考察を進めて行くう
えで重要なものであると考える．一方でこの清代の
皇帝獨裁システムには皇帝個人の人格的な要素が強
く作用する面があるため，やはり斷代的な分析も同
時に必要である．乾隆帝期のような長期にわたる治
世についてはさらにそれを區分する必要もある．長
期的・短期的な視點を複合することにより，より構
造的な政治史像を浮かび上がらせることを可能にす
る．

（4）政治學理論モデルの採用
　歷史学は個別の事例を明らかにすることに主眼が
置かれるため，政治史的解釋や評價に客觀性の缺如
がまま見られる．そこで政治學の理論を用い，解釋
のモデル化を試みる必要がある．例えば，「清朝の
經濟政策は逆に，流動化の趨勢に対応した効率的な
經濟制度を構築するところにその主眼があった」*5

という表現は，歷史學の評價記述において一般的な
ものであるが，政治學の理論から言えば，「合理的
行爲者モデル」の典型であり，「清朝」を單一の合
理的な行爲軆とみて，その意志決定を説明しようと
するものである．しかし現實の政治は，官庁の利害，
皇帝個人や官僚個人の利害，また人間關係によって
左右され，規定されることが多い．これは組織過程
モデル，官僚政治モデルによって解釋しうる．本稿

までの一連の詩作の分析では主としてこの二つのモ
デルを解釋に適用してきた．政治學の理論によって
歷史解釋の恣意化を抑制することにより，清代政治
史の實相を從来よりも的確にとらえることができる
と考える．
　本稿までの一連の硏究で分析の對象としてきたの
は乾隆期という「清朝政治の長い十八世紀」の中核
である時期ではあるが，從来政治史的硏究が乏し
かった部分でもある．乾隆期の政治過程の全體像を
明確化し，さらにそれに續く嘉慶期まで射程に入れ
ていくことにより，清代史のより多面的な歷史解釋
が可能になるであろう．
　さらに，ヨコの視點をもって同時代の日本，イス
ラーム圏，ヨーロッパなどの政治史を參照し比較硏
究をおこなうことも必要であるし，タテの視點を
もって中國史全體において，秦漢帝國以来の帝政と
いう政軆の完成軆の樣相を體系的に描き，世界史に
おける帝政史全體の中に位置づける作業も必要であ
る．實は帝政は歷史的役割を終えたものではない．

「國民國家」が決して歷史の到達點ではなかったこ
とは，21 世紀に入った現在の世界の混沌とした狀
況から見ても明らかであるし，「帝國」が再び歷史
の舞臺に登場しようとするなかで，あらためて注目
すべき事柄であろう．

（5）乾隆時代の從來の評價の克服
　乾隆時代のような六十年以上の長期の治世におい
ては，その時期によって政治のあり方に變化がある
のが當然である．しかし，從來は後期から末期にか
けての和珅の専横に象徴される政治の腐敗や白蓮教
徒の反亂鎭壓の苦慮にみえる軍事力・治安能力の衰
退，自由貿易を求めるイギリスの使節に對する頑迷
な對應などが強調される．近年では，それほどあか
らさまな記述は無くなったものの，乾隆帝の十全武
功を「虛構」とする見解はやはり一般的である．し
かし，對外交渉や戰爭が相手を完全に服屬させ，領
土にすることのみを成功とするならば，それは極端
な評價ではないか．名目的なものも含めて一定の成
果を武力を背景にして得ることができれば，それは
武功であると言ってもよいのではないだろうか．い
ずれにせよ，「十全武功」の歷史的評價の相對化も
含め，乾隆時代史の再檢討，更には嘉慶時代史の展
望を行う必要があるだろう．*6

　以上のような論點を元に，文學作品としてではな
く，政治史の史料として，方觀承撰の『述本堂詩續
集』を單なる譯註ではないという形で分析を進めて
きた．その結果，ジューンガル遠征のような清朝全
體と關わる動き，永定河治水や留養局の設置などの
直隸省の政策課題の動き，直隸省州縣レベルでの政
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策課題の動き，幕僚や友人達との交流，親族との交
流の動きなどの錯綜を詳らかにし，樣々な位相を明
らかにすることができた．
　なお，以下『述本堂詩續集』所収の詩集の各詩の
参照の爲に以下のような略稱を用いる，< 薇 > は『薇
香集』，< 燕上 > は『燕香集上』，< 燕下 > は『燕香
集下』，< 燕二上 > は『燕香二集上』，< 燕二下 > は『燕
香二集下』を指し，アラビア 數字はそれぞれの詩
集における詩の通し番號である．

1．乾隆三十二（1767）年（直隸總督）

21「丁亥元旦」五言詩四首．四首全體として老境に
至った樣々な感懷を述べる．第一首は「禮經幼曾讀，
七十老而傳，所傳未暇悉，今乃隮其年，邦畿領地治，
日月照常先，恩高任良重，心力孱華顛 ･･･」と，老
境にある自分と，直隸總督という重職に與る清朝か
らの恩遇を詠っている．第二句にあるように時に方
觀承は七十歳である．冒頭「禮經」の語から，官職
的には「禮の聖職者」*7 とは言うことはできないが，
禮的秩序を支える一員であるという方觀承の自負を
見るのは穿ち過ぎであろうか．*8 第二首最終句の割
註に「今年先瑩初立．余題種松圖有『後嶺梅花秀幾
重』之句」とあり，これは < 燕二下 20>「自種種松
圖照二十韻」の第十四句の割註に「余與伯兄約祔先
壟」とあるように，方觀承が祖先の墓地への合葬を
希望していたことを表す．なお，方觀承の墓は江寧
府句容縣にある．*9 第三首の第九句からの「故鄕亦
匪遠，家人先後至」に續く「夜雪孝廉船」の句の割
註に「十六世民賢孝廉自桐城至」とあり，續いての
句「清風御史裔」の割註に「十八世遵衞自江寧至」
とあるのは族人の訪問を誌すものであろう．第四首
の第十句「煢癃各棲止」（「煢癃」は孤獨重病者）の
割註に「通省留養局五百六十處」とあり，留養局設
置事業への自負が垣間見える．
22「張古漁爲畫山水大幅各題一首」五言律詩二首．
張古漁は < 燕二 19> に既出の畫家で，張洽（1718- ？）
と推定するが，詳細は不明．
23「走筆深州牧索其客黄琛畫」七言絶句二首．黄琛
については，詩題の脚註に「琛錢塘人」とあり，民
國『杭州府志』卷一百五十，藝術二に「黄琛，字西清，
錢塘人．九歳喪父，比長憶遺貌，刻意追橅數十易紙
象成．咸曰維肖，其後作畫，遂入神品．母老多病，
遂學醫，亦名於時．嘗撰車笠契一書，足備郡獻徴」
とある．當時の深州直隸州知州は帥家相．江西奉新
の人．乾隆二年三甲百二十五名進士．庶吉士となる
が，散館後吏部主事となり聖職者コースからは外れ
る．乾隆二十九年から三十二年まで深州知州．*10

24「曹素功藝粟齋墨歌」歌（古詩）*11．曹素功（1615-
1689）は安徽省歙縣岩寺鎭の人．清代四大制墨名家
の一人．若年より科擧を受驗し官途を志したがかな
わず，鄕里に歸り，製墨に専念した．『四庫提要』
子部二十六 譜錄類存目，『曹氏墨林』二卷，に「素
功字聖臣．歙縣人．歲貢生．工於製墨．所製紫玉・
光天・琛蒼・龍珠・天瑞・豹囊・叢賞・靑麟・髓千・
秋光・筆花・岱雲・寥天・一薇・露浣・香玉・五珏・
文露・紫英・漱金・大國・香蘭煙諸品．僅十八種．
不似方程諸家．以誇多鬭巧爲事．而大抵適於實用．
故士大夫頗重之．是編卽一時投贈詩文．素功裒輯成
帙者也」とある．
　この歌の最終句から二番目の句は「藿甘園譜爲成
圖」であるが，周紹良『蓄墨小言』（北京燕山出版社，
1999）において，四一「方觀永墨」に紹介される墨
には右上角に「藿甘園」の隸書の文字がみえ，周は，
方觀承の兄方觀永について，「字は盥若，号は辨菽，
貢生．･･･（この墨が制された）乾隆十二年，方觀
承が顯貴となった際，方觀永は家鄕に歸り，田園生
活をおくり，藿甘園墨を制して自ら娯しんだが，そ
れは隱居して仕官しないという意志を示すもので
あった」とする．周紹良はこの方觀承の歌（古詩）を，

「方觀永墨」のことを詠じているとみているが，時
期が合わない．なお，同書，四八「方觀承『依園圖』
墨」は，乾隆三十二年制の方觀承の銘のある原制墨
を紹介し，さらに四九「曹素功複製『依園圖』墨」
は複製ではあるが原墨は方氏一門が合わせ造ったも
のであるとする．第二十一句の割註に「于魯造九元
三極墨 ･･･」とある于魯は明代萬曆年閒の製墨家で
ある方于魯（1541-1608）のこと．十九句の「九元
三極心良苦」の「九元三極」は方于魯の傑作とされ
る九元三極墨で，方于魯撰『方氏墨譜』（萬曆十七
年序刊）第二巻，國華，に見える．なお，本來の名
稱は「九玄三極」で康熙帝の諱を避けたために玄が
元となっている．
25「鄭謙基寄到羔皮阿膠詩以答之」七言絶句二首．
謙基は鄭大進（1709-1782）の號．鄭大進は，廣東
揭陽の人で乾隆元年進士（三甲二百九名）．乾隆十
年に直隸肥鄕知縣となり *12，乾隆十二年直隸南皮縣
知縣，乾隆十六年直隸大名府同知，乾隆二十年まで
直隸河間府同知，乾隆二十年直隸北運河務關同知，
乾隆二十二年直隸正定府知府，累遷して乾隆三十二
年當時は山東濟東道（二十九年～三十五年任）．乾
隆十年から二十九年に至るまで，直隸省において知
縣から知府レベルの地方官に任じており，方觀承は
その人物業績をよく把握していたであろう．なお乾
隆四十六年には直隸總督となり，翌年任期中に卒し
ている．諡は勤恪「羔皮阿膠」は特に婦人病に效果
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があるとされる漢方藥で，現在も高値で賣買されて
いる．驢馬の皮を原料にし，ゼラチンが主成分であ
り，非常に硬度が高い．
26「丁亥五日由永定下河口至天津」七言律詩．第五
句「五載詩情花記閏」の割註に「壬午閏五日于役初
歸」とあるが、五載つまり五年前の乾隆二十七年の
壬午の年の閏月は五月．乾隆二十七年の閏五月五日
は太陽曆の六月二十六日に當たり，< 燕二下 60> の

「閏月５日」は保定の蓮花池で詠まれたものであり，
蓮の花の咲きはじめる頃である．
27「扈從淀津途次賦呈相國尹公四律」七言律詩四首．
相國尹公は尹繼善．乾隆二十九年より文華殿大學士，
三十年より軍機大臣を兼ねているゆえ「相國」とさ
れている．乾隆帝は二月二十五日，天津府への巡幸
を開始する．*13 第一首第三句の割註に「公乗馬扈行，
見者欣頌」とあり，尹繼善は乘馬にて扈從に當って
いる．二十八日には趙北口行宮に駐蹕しており，第
一首第六句の割註に「雨後舟發趙北口」とあり，
二十九日のことであることが推定できる．乾隆帝は
三月初四日には天津行宮に駐蹕し，九日まで滞在し，
京師には三月十六日に戻っている．第二首第六句の
割註には「賜園西苑名絢春建晩香亭」とあるが，尹
繼善は西苑（紫禁城の西方の北・中・南の三海）に
園を賜っている．*14 第三首第四句の割註に「金陵節
署有池館，公題有不繋舟之名，今並園中依規建之」
とあり，兩江總督署にある「不繋舟」の名をつけた
建物を西苑に建設したようである．なお第二首と第
三首は，尹繼善の「春日同方問亭制府扈蹕淀津囘都
後問亭賦詩見寄卽和」*15 の二首に次韻している．第
四首第二句の割註に「公幼侍文恪公居錦州」とある．
文格公は尹繼善の父である尹泰（？ -1738）．内閣侍
讀，祭酒などを經て康煕三十七年に錦州の佐領とな
る．康煕五十二年に病により致仕していたが，雍正
帝が皇位繼承前に奉命して奉天に詣り謁陵する際
に，途中の宿泊地である錦州で經過し宿泊したとき
に尹泰と面會して彼を異とし，その子の尹繼善にも
面會した．*16 第三句の割註に「先祖水部公道錦州，
與文格公訂交」とあり，方觀承の祖父である方登嶧
と錦州で遇い，親交があったことがわかる．
28「熱河避暑山莊蒙恩同御前大臣二十人賜宴延熏山
館恭紀」七言律詩二首．延熏山館は避暑山莊の建物
の一つで康熙帝が政務を執った處である．第一句の
割註に「聖祖題額」とあるが「敷疇豐澤」というも
の．詩題の割註に「時乾隆丁亥七月廿九日」とある．
乾隆帝は七月二十日に「秋獮木蘭」のため，圓明園
を出發し *17，熱河に向かい，同月二十六日に到着，
九月十六日 *18 までおよそ三ヶ月間熱河地方に滞在
し，同月二十二日に圓明園に戻っている．*19 但し實

錄や起居注，また御製詩にもこの宴の記述は無い．
第二首第三句の割註に「讌次惟相國尹公長余三歳」
とあり，宴の席次において三歳の差であることを示
す．最終句「身瀛洲侶盡仙」の割註に「雨後中使操
小艇同羣公循河出」とある．中使つまり宦官が小舟
を使って群臣を退出させる樣子が，仙境にあるがご
ときであったと思われる．
29「相國尹公製詩爲壽次韻奉答二首」七言律詩二首．
尹繼善の「祝方問亭制府七十壽」二首 *20 に次韻し
て詠んだ作品．一首目第四句の割註に「公詩有『後
余齒序僅三年』之句」とあるのは，尹繼善の詩の一
首目第四句のこと．前首にもあるように尹繼善は方
觀承より三歳年長．第五句の割註には「秋初賜宴山
莊同棹如意洲」とあるが如意洲は避暑山莊の湖區の
建築物の一つ．また，第二首の第二句の割註には「時
在熱河山莊恭逢萬壽聖節」とあり，八月十三日の乾
隆帝の生誕日時期であることがわかる．また第七句
の割註に「恩賜畿封耆福扁額」とあり，方觀承が乾
隆帝から七十歳の記念に扁額を賜っていたことを記
す．
30「少儀諸君叠惠佳篇再用前韻和答」七言律詩．張
少儀の詩集に該當の詩を見出すことができない．
31「古北口道中卽事」七言律詩．張鳳孫の「和桐城
公古北口道中作」*21 に次韻したもの．最終句割註に

「耆兒書至方護存晩桂待余歸賞」とあるが，「耆兒」
は < 燕二上 23> にてその誕生を詩に詠み，< 燕二上
45> にも登場する子の方維甸（1758-1815）のこと．
時に十歳前後である．

2．乾隆三十三（1768）年（直隸總督）

32「上元後二日連雪志」七言律詩．乾隆三十三年の
正月十七日．詩題の割註に「冬雪未足至是始報霑徧」
とある．京師にいた乾隆帝も「上元日雪」という七
言律詩を詠んでいる．ともに年が明けて雪が少ない
ことを憂えていた．舊稿において何度か述べたが，
每年繰り返される，この春の天候に關する督撫と皇
帝のやりとりは農業を基盤とする統治權力にとって
は，建前のうえでも，實質のうえでも重要な問題で
あった．
33「次答幕僚」五言律詩．30 と同樣，關連の詩を
見出すことができない．
34「自易州囘雪中早發」五言律詩．第五句の割註に

「先是連霧爲冬雪之應」とあり，霧が瑞兆であるこ
とが示される．前年末より，畿輔地域の積雪は何度
か報告されている．*22 また第七句の「四瞻陵樹近」（陵
の字は擡頭）から，易州の西陵との關連がうかがわ
れる．
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21方觀承撰『燕香二集』下について（下）

35「壽石寄閒七十」七言律詩二首．石寄閒は不明．
石姓の人物としては，< 薇 53> に石東溪が見えるが
これもいまだ不明．
36「題葯根和尚行吟圖」七言絶句二首．第一首目の
最終句の割註に「師詠鶴柴有幽禽」とあるが，「鶴柴」
は < 燕二上 39>「古蓮花池十二詠」のうちの一つ．
葯根和尚は不明であるが，實在の禪僧と思われる．
37「璊玉雙鴛」七言絶句．璊玉は赤い色の玉．雙鴛
はオシドリのつがい．この詩から以降 41 まで，玉
器について詠んでいる．
38「玉雙茘」七言絶句．この詩の第一句は「十八娘
家玉琢枝」であるが，類似の句に，明の佘翔（福建
莆田人，字宗漢，號鳳臺．嘉靖三十七年進士）の七
言絶句の「题霞林林氏别業 其一」の第二句に「十八
娘家荔子丹」とある．關連は不明．
39「玉枸櫞」七言絶句．詩題の割註に「俗名佛手柑」
と あ る． 佛 手 柑 は 學 名 Citrus medica var. 
sarcodactylus，ミカン科ミカン屬の果實．多數の指
を擴げたようなその形狀からこの名前がある．*23

40「和闐玉韘」七言絶句．和闐は現在の新疆ウイグ
ル自治區の和田（ホータン）で，古代より名玉の産
地として知られる．玉韘は玉製の扳指で，弓を引く
ときに馬手の親指に裝着するものであるが，特に玉
製のものは裝飾的要素が強い．
41「古玉硯屏」七言絶句．踏み落し．硯屏は硯の側
に立てる文房具．埃や塵が入るの防ぐ，墨に光が入
るのを防ぐ等の機能もあるとするが，裝飾的なもの
でもあるとされる．詩題の割註に「玉形圓扁橫四寸
直二寸九分，色甘青沁，幕皆黃鐫桃李園序，塗以泥
金末，跋云煕寧四年辛亥，在武林適得古玉一片，精
瑩可愛，時雨初晴，筆墨間具有天趣楷書桃李園序，
愜意事也，蘇軾並跋」とあり，玉に蘇軾が煕寧四年
は北宋の神宗の時代．西曆にして 1071 年．硯屛の
使用を始めたのが蘇軾であるとの説もある．
42「山梅玉供」七言絶句．詩題の割註「鐫孟襄陽尋
梅」の孟襄陽は孟浩然のこと．孟浩然の故事「雪中
尋梅」の畫が鐫られていたのだろうか．最終句の割
註に「用張祜句」とあるが，中唐の詩人である張祜

（792?-853?）の「寓懐寄蘇州劉郎中」*24 という七言
律詩の第六句をそのまま用いている．孟浩然も張祜
も思うように官途に就くことができなかった不遇の
詩人である．結果的に從一品太子太保直隸總督まで
上り詰めた方觀承ではあるが，清朝の恩遇が無けれ
ば彼らと同じような運命にあったかもしれない．『述
本堂詩續集』最後の一首である．

 おわりに

　乾隆三十三年夏，方觀承は體調不良で行營へ赴く
ことを免じられていた *25 が，七月二十日病狀況が
惡化，自ら萬壽節に赴くことができないことを
二十六日に奏報する．乾隆帝は「不必來．但靜養之，
以期速癒」とするが，八月中旬に危篤に陥る．十四
日太医羅衡が派遣される *26 がその甲斐もなく十七
日卒す．享年七十一．知らせを聞き，遺疏を受け取っ
た乾隆帝は上諭において「方觀承老成歷練．任直隸
總督兼理河務．二十年來奉職恪勤．方資倚任．昨該
督至石槽迎鑾．見其病後氣弱．卽令囘任安心靜養．
繼因其患瘧增劇．特賜經驗藥丸．並遣醫診視．以冀
速痊．今聞溘逝．朕心深爲軫惜．」と述べる．*27 先例
に因った祭葬が賜られた．諡は恪敏．*28 翰林出身で
も無く，大學士にもなることは無かった彼に，制度
的な禮の聖職者の證である「文」の諡がつくことは
ない．乾隆四十二年，自ら見出し育てた周元理の題
請により，直隸名宦祠に入り *29，乾隆五十一年賢良
祠に入祠される．*30

　本稿をもって，『述本堂詩續集』の檢討を終える．
主として皇帝との關係において記述される傾向があ
る多くの傳記とは異なり，方觀承個人を中心とした
人的ネットワークをかなり詳細にあぶり出すことが
できたのではないかと思われる．以下，同時代に交
際したと考えられる登場人物を列記する．

＜滿洲人＞　鄂爾泰，高斌，李鍇，尹繼善，［訥
親］*31，那蘇圖，玉麟，恒文，呉達善，黃廷桂，傅恒，
旺札爾（モンゴル），鄂爾達，吉慶，兆惠，富德，恆光，
愛必達，托庸，來保
＜漢人官員＞胡寳瑔，孫紹基，蔣元益，姚培益，蔣傅，
蔣洲，張若靄，商盤，史貽直，戴永椿，嚴遂成，于敏
中，梁詩正，彭啓豐，劉綸，張裕爌，裘曰修，董邦達，
梅瑴成，馬曰璐，錢陳群，方楘如，劉統勲，呉山鳳，
甘怡，陳兆崙，宋筠，宋慤庭，王紹曾，黃可潤，呉進
義，高又華，程盛修，錢汝誠，張泰開，楊應琚，姚立
德，沈德潛，袁枚，王士禎，鄭大進
＜幕友＞張鳳孫，蔡鶴汀，王榮勣（王立亭 *32），劉
廷桂
＜文人・朋友＞喬慕韓，呉好山，蔣韜文，楊煐章．徐
甲仙，蔣鈴，徐鵬，劉林一，戴西軒，陳肇州，徐德音

（女），沈石亭，戴清堂，王稲孫，呉水雲
＜僧侶＞藹然禪師，鑑慈（元通），毅安禪師，葯根和
尚
＜親族＞方式濟，方觀永，方觀本，方魯（觀永の子），
方世擧，方士寁，馬湘靈（表弟），高太孺人（姑母），
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22 黨　　　武　彦

方維甸，方受疇，巣兄南墅（?）

　特に張鳳孫 *33 を筆頭として，幕友との關係が大
きな位置を占めていることが興味深く，また他の史
料ではなかなか明らかにできない女性親族の存在が
垣間見える．また，留養局の設置・維持に大きな役
割を果たし、詩文の應酬もできる禪僧の存在も大き
い．そのような知的素養を有する禪僧の出自につい
ては實は今後の課題である．
　上記は今後の樣々な政治史的考察の素材となるリ
ストではあるが，ここでは一點のみ示しておきたい．
それは劉統勲（1700-1773）との關係である．劉統
勲は，庶吉士から編修，開坊を經て詹事から内閣學
士と，禮の聖職者の昇進コースを歩んだ漢人官僚で
ある．ジューンガル遠征の際に撤退を進言して乾隆
帝の逆鱗に觸れ，一時失脚した以外は乾隆十七年か
らその乾隆三十八年の死去に至るまで常に樞機に
與っていたが，上記の人名リストにその名があるの
は，< 燕下 24> に「冢宰諸城劉公」として何名かの
大臣たちの一人として列記されている一人に過ぎな
い．その他の方觀承詩作においては全く登場するこ
とはない．例えば乾隆二十一年の軍機大臣は，傅恒，
來保，劉統勲，汪由敦，納延泰，劉綸，雅爾哈善の
七人であるが，方觀承の詩集に登場するのは傅恒，
來保，汪由敦，劉綸で，漢の劉統勲との交際の形跡
が見えない．「おもてむき」は劉統勲が乾隆帝から
許されたときに謝恩の奏摺を提出している *34 とは
いえ，非常に興味深い事象である．
　また，特に強調しておきたいのは乾隆帝とのパー
ソナルな關係である．直隸省城保定は京師に地理的
に近く，また，頻繁に行われる行幸の業務を擔當す
る際は必ずしも扈從するわけではない中央の尚書ク
ラスの官員と同等に皇帝に直接に接する機会が多
い．乾隆十四年から三十三年までという異例の長期
にわたる直隸總督への在任は，乾隆帝が方觀承をよ
ほどの適材適所の人物と考えていなければ説明がつ
かない．*35

　乾隆帝は乾隆四十四年，舊臣たちを懷古する「懷
舊詩」で，「五督臣」（黃廷桂・尹繼善・高斌・方觀
承・高晉）の一人として，方觀承を以下のように詩
にした．
　　以書記見用　書記を以て用いらる
　　古有今則無　古有るも今則ち無し
　　有之祇一人　之有るはただ一人
　　曰惟觀承夫　曰く惟れ觀承のみ
　　夙稱習政事　夙に稱す政事に習れ
　　銓曹尤著誉　銓曹，尤も誉れを著すと
　　出而爲監司　出でて監司と爲り

　　洊升撫与督　洊升して撫たり督たり
　　在直二十年　直に在ること二十年
　　勤幹實有餘　勤幹すること實に餘有り
　　永定籌補苴　永定籌補するは
　　難爲永逸圖　永逸の圖は爲し難し
　　然僅能如此　然れども僅かに能く此のごとく
　　誠亦蒿目予　誠に亦た蒿目せり
　　徒以莅任久　徒に以て莅任久しく
　　稍與姑息倶　稍く與に姑息なるも
　　未至大狼藉　未だ大狼藉に至らず
　　何必吹求吾　何ぞ必ずしも吹求せんや
　　成全良臣多　成全せる良臣多く
　　詎非佳士乎　詎ぞ佳士に非ざらんや *36

　乾隆帝は方觀承の出身を踏まえ，その官歷のうち
直隸總督就任後の永定河治水 *37 について特に顕彰
し，一方でその在任の長さの功罪を述べるが，人材
養成の功績に觸れ，最終的には「佳士」として讚辞
を述べる．　
　その他，漁業に関する描写 < 燕下 74>，ジューン
ガル地域での風俗の描写 < 燕下 32･36> など，庶民
の生活を垣間見ることができる詩作も數少ないなが
らあった．行政文書とは異なり，ことさらに粉飾す
る必要は無い故，より實相に近いとは思われるが，
記述自體の量は極めて少ない．
　最後に附言するならば，本稿のこれまでの分析は，
詩の詠まれた狀況を追うことに汲汲として，「本音」
を示していたかもしれない詩語に託された心境を讀
み取るレヴェルには結局至っていない．文學硏究者
ならば犯さないような初步的な誤解も多いかもしれ
ない．しかし，はじめに示した松原朗の議論にも明
らかなように，一連の分析で扱ってきた方觀承の詩
作が，他者との比較において，また，方觀承の膨大
な詩作群の中において程度の差，というものがあっ
たにせよ，彼の詩作と彼の例えば直隸總督の任務が
切り離されたものでは斷じてなかった，ということ
だけは確信をもって言うことができよう．「政治性
が無い」と評した詩においても，實は何かの意圖が
隱されていたのかもしれない．そのことも含め，亦
たすべて今後の課題とするしかない．

 註

*1 拙稿「方觀承撰『薇香集』について―詩を史料と
した乾隆期政治史の再構成―」『熊本大學教育學部
紀要』第 57 號，2008．拙稿「方觀承撰『燕香集』
上について―詩を史料とした乾隆期政治史の再構
成（その２）―」『熊本大學教育學部紀要』第 58 號，
2009．拙稿「方觀承撰『燕香集』下について（上）」
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23方觀承撰『燕香二集』下について（下）

『熊本大學教育學部紀要』第 60 號，2011. 拙稿「方
觀承撰『燕香集』下について（中）」『熊本大學教育
學部紀要』第 63 號，2014．拙稿「方觀承撰『燕香集』
下について（下）」『熊本大學教育學部紀要』第 64 號，
2015．拙稿「方觀承撰『燕香二集』上について（上）」

『熊本大學教育學部紀要』第 65 號，2016，拙稿「方
觀承撰『燕香二集』上について（下）」『熊本大學教
育學部紀要』第 66 號，2017．拙稿「方觀承撰『燕
香二集』下について（上）」『熊本大學教育學部紀要』
第 67 號，2018．

*2 拙稿「清代の翰林院－清初から嘉慶期まで－」『專
修大學人文科學硏究所月報』194，1999．

*3 板野正高等編『近代中國硏究入門』Ⅱ章，67 頁，東
京大學出版會，1974．

*4 松原朗『漢詩の流儀―その眞髄を味わう―』大修館
書店，2014，序章．

*5 岸本美緖『清代中國の物價と經濟變動』硏文出版，
1997．

*6 現在，相原佳之・豐岡康史・村上正和・李侑儒「嘉
慶硏究序説（1）嘉慶四年正月・二月の上諭」『環日
本海硏究年報』23，2018，など，嘉慶期時代史を射
程に入れた論考が登場しつつある．

*7 筆者が註 2 前掲拙稿（1999）などの翰林院研究を通
じて提唱したもの．註 1 前掲拙稿（2017）において
定義したように，翰林院庶吉士から散館後，開坊を
經るなどして，イデオロギー官庁である詹事府と翰
林院の官職を歷任（翰林院および詹事府のみのケー
スもあり，また國子監司業や祭酒を經るコースも含
む）して，詩文作成能力のみが業績評價の對象と
なり，ほぼ現實の行政に關わること無く内閣學士に
至る昇進コース（その後は六部堂官か督撫へ陞任し
ていき名目的には大學士が最終的な到達點）をとる
翰林官のことを指す．また彼らに諡があたえられる
場合は，「文」の字がふくまれる（ただし「文」を
含む諡は，聖職者であったことは必要条件ではなく，
林則徐や李鴻章のように軍功などがある場合にも翰
林出身であればあたえられる．さらに稀なケースで
はあるが，左宗棠のように進士出身で無い場合も大
學士に至れば文を含む諡はあたえられる）．

*8 『壇庿祀典』（國會圖書館藏）と『五禮通考』が禮制
に關する著作．前者は乾隆二十三年自序刊で社稷壇
から群祠にいたる直隸省の各祠庿について，一貫し
た禮制の解釋によりその祭祀の制度等を詳述・確
定しようとしたものである．後者は秦蕙田（1702-
1764，江南金匱の人．乾隆元年の探花．翰林院編修
から内閣學士に晉み，禮部侍郎，工部・刑部の尚書
に至り，會試正考官や殿試讀卷官などを勤めた，ま
さに「禮の聖職者」の經歷をもつ漢人官僚．諡は文
恭）との共編である．方觀承は方苞に師事して禮を
學んでおり，明代の「濮議」については，諸人の説
は皆つくされていないが，方觀承は「考」ないし「伯
叔」と呼ぶべきでなく，「本生考」とすべきだ，と
した．のち光緒帝の實父である醇賢親王奕譞が死去
したとき，王を「皇帝本生考」と呼んだのは，方觀
承の説を用いたとされている．（『舊聞随筆』卷四，「方
恪敏公父子」）．

*9 光緒『續纂句容縣志』巻二下，古蹟に「太子太保直
隸總督方觀承墓在治葆山桐城人」とある．また，「太
子少保閩浙總督方維甸墓在治北山觀承子」とあり，
子の方維甸の墓もある．

*10 同治『奉新縣志』卷八，人物一，進士，には「帥家
相，字伯子，號卓山，原字璞山，我之孫．七歳解聲詩，
弱冠名譽益起．選庶常，充授時通考，纂修官分校明史．
改吏部文選司主事，出知廣德州，値州境界荒，請發
帑，按戸賑恤，民獲大甦．州有潢水，塘澄濁視州牧
賢否．自宋范仲淹治郡後至是始再澄焉．歷知蔚州轉
直隸知深州，擢廣西　州知府，護理右江道，因公降
級，赴都謁選卒」とある．道光『深州直隸州志』卷
之五，官師志，に「侍讀學士乾隆二十九年降調深州」
とするのは誤り．

*11 5･5･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･7･3･
3･7･11･7･7･7･7･7 の計 202 字．

*12 民國『揭陽縣續志』卷四，の「經筵講官禮部尚書曹
秀先鄭勤恪公神道碑」による．この神道碑の撰者で
ある乾隆元年の進士，つまり鄭大進の同年であっ
た曹秀先（1708-1784）は鄭大進について「年十五，
以五經入學，爲縣諸生，雍正乙卯舉於鄕，丙辰聯捷
成進士，時同年生館選分部曹者多，人公無所遇而歸
需次里門讀有用之書，務實際之學，以講求經世之
業，其後得時而出，所言皆驗．蓋自數年家居非虚麋
歳月也」と，館選に與らなかった鄭大進が「實際之
學」に勤めたことを述べている．なお，曹秀先は庶
吉士から編修となり，一旦御史となり，「禮の聖職者」
の昇進コースから外れるが，乾隆三十年國子監祭酒
となり，さらに内閣學士から禮部尚書に至り，聖職
者コースに復歸する．

*13 『乾隆帝起居注』第 26 冊，九四頁，乾隆三十二年二
月二十五日己未．

*14 『尹文端公詩集』卷十に「絢春園接讀皇四子寄懷之
作依韻奉和」「和皇次孫見贈絢春園詩元韻」の詩が
あり，後者の四句目の割註に「前後蒙恩賜不繋舟絢
春園額」とある．

*15 『尹文端公詩集』卷十．
*16 『國朝耆獻類徵初編』卷十二，宰保．
*17 『乾隆帝起居注』三三一頁，乾隆三十二年七月二十

日壬午．
*18 同上，四一六頁，乾隆三十二年九月十六日丁未．
*19 同上，四二五頁，乾隆三十二年九月二十二日癸丑．
*20 『尹文端公詩集』卷十．
*21 『柏香書屋詩鈔』卷十八．
*22 『宮中檔乾隆朝奏摺』第二十八輯，七三六頁，乾隆

三十二年十二月初一日，直隸總督方觀承奏摺，同第
二十九輯，三頁，乾隆三十二年十二月十二日，直隸
總督方觀承奏摺，同，八六頁，乾隆三十二年十二月
十九日，直隸總督方觀承奏摺．

*23 『閲世編』卷七，種植に「佛手柑，向出閩・廣，江
南絶無．自康煕九年庚戌，郡紳顧見山，十六年丁巳，
吾家蒼岩叔，相繼榷關贛州，兩家人種之于巨缾載歸．
其枝葉與此地香櫞相似，畏寒亦相同，故鮮見有開花
結實．」とある．
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24 黨　　　武　彦

*24 『全唐詩』卷五百十一．
*25 『宮中檔乾隆朝奏摺』第三十一輯，三一八頁，乾隆

三十三年七月十四日，直隸總督方觀承奏摺．
*26 『起居注冊』（臺灣中央硏究院藏）乾隆三十三年歳次

戊子八月上．
*27 『高宗實錄』卷八百十七，乾隆三十三年八月壬申．
*28 『高宗實錄』卷八百十八，乾隆三十三年九月甲午．『皇

朝諡法考』卷一によれば，「温恭朝夕曰恪，威容端
嚴曰恪」，「應事有功曰敏，好古不怠曰敏」とある．

*29 『清史列傳』大臣畫一傳檔正編十四，卷十七，方觀承．
*30 『高宗實錄』卷一千二百五十一，乾隆五十一年三月

甲子．
*31 < 薇 56 ～ 68> の十三首は，訥親に從って行った東

南視察時の詩であると推定できるが，訥親の名前は
一切登場しない．鄂爾泰・高斌・史貽直の名は出て
きているので不自然であるが，これは訥親が乾隆
十四年，金川攻略の失敗の責任を負い處刑されたこ
とと關連があるかもしれない．

*32 < 燕上 51>< 燕下 51>< 燕二上 2> などに登場する
王立亭については舊稿では不明としてきたが，『皇
清書史』卷十六に「王榮勣字丕公號澂齋，一號立
亭．雍正十三年舉人．官處州知府．工諸體書於今體
隸書最好李北海．正定王氏家傳」とあり，『春行叠
韻詩』（上海圖書館藏）の撰者の一人である王榮勣
であることが判明した．『清代官員履歷檔案』第 19
冊，六四四頁に，「臣王榮勣，直隸正定府正定縣擧
人，年五十四歳，現任直隸永定河石景山同知，於乾

隆三十四年十月分籤陞雲南廣西府知府缺」とある．
*33 『柏香書屋詩鈔』卷十九，丁亥，に「壽方宮保七袠

百韻并序」という序文もある長句の詩がある．割
註に「留養局推行益廣，道柳悉已成蔭」，「磁州萬善
有邪教案，株繫頗眾，公按治之多所矜釋」，「漳衞諸
水汎溢随宜濬導俄皆循軌」，「水災言路頗多異議，賴
聖明燭照無堕厥功」，「設護田夫捕蝗一呼立應患以
漸息」，「畿輔自癸未以來，年歳大熟」（癸未は乾隆
二十八年），「公體上孝思所在多置行宮」，「涿州・衡水・
懷來三大橋次第修整」，「東西兩淀在燕趙北爲九河入
海故道，向有千里長隄，歳久殘圮，奏請大築之，并
修水利」，「上發大帑，興修直隸城垣數十處，易土以磚．
公皆親歷察視，功歸實用」，「鼎新省城城隍廟制極閎
敞」，「考今之木綿卽禹貢之吉貝嘗繪圖列設以御題命
錄公詩於後并付剞氏」など多數の功績を記す．

*34 『宮中檔乾隆朝奏摺』第十二輯，七八三頁，乾隆
二十年十月二十九日，方觀承・呉達善奏摺．

*35 『高宗實録』同，卷一千百八十五，乾隆四十八年七
月乙巳，に「從前方觀承，辦有成規」とあるなど，
死後かなりを經過しても乾隆帝による評價の記述は
殘る．

*36 『御製詩四集』卷五十九，古今體三十七首，己亥五．
*37 拙稿「環境と治水の歷史―中國を制するもの，水を

制すべし」濱下武志・平㔟隆郎編『中國の歷史―東
アジアの周緣から考える―』有斐閣，2015，所収に，
治水を效果的に行いその成果を示すことが，中華の
統治の正統性の根據となることについて論じた．

（附記）本論は平成 28 年～ 31 年度科學硏究費補助硏究，
基盤硏究（C）「清代乾隆時代史の再構成―「清朝政
治の長い 18 世紀」構想を射程として―」の硏究成
果の一部である．
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